
なお、 適用除外事業者とは、 前3事業年度の

所得金額の年平均額が15億円を超える法人等

をいいます。

１ ． 従来の『 賃上げ税制』

賃上げ税制の主な適

用要件として、 右の2つ

があります。

これらの要件をすべて満たした場合に、 税

額控除が適用できます。 また、 教育訓練費の

増加に応じた上乗せもあります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

賃上げ促進を図るため設けられている税制

上の優遇措置が、 令和3年度税制改正により

改正されます。 この改正の概要を、 令和3年2

月15日現在公表されている情報※をもとに確

認しましょう。

青色申告書を提出している事業者が賃上げ

等を行った場合に、 その賃上げの一部を税額

控除できる優遇措置があります。 ただし、 そ

の事業者が中小企業者等か否かで、 適用でき

る制度は異なります。

中小企業者等とは、 中小企業者及び農業協

同組合等を指します。 この場合の“ 中小企業

者” とは、 次に掲げる事業者（ 適用除外事業

者を除く ） をいいます。

ただし上記①のうち次のいずれかに該当す

る法人は、 “ 中小企業者” に該当しません。

変わる賃上げ税制
～投資不要、新規雇用のみで判断

中小企業向けは要件が簡素に ～
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中小企業者等とは

生まれ変わる 『賃上げ税制』

賃上げ特典となる税制優遇措置

適⽤できる優遇制度 

中小企業者等
以外 

 賃上げ税制（ 人材確保等促進税
制）  

中小企業者等  賃上げ税制（ 人材確保等促進税
制） ★

 所得拡大促進税制★

★重複適⽤不可

① 資本⾦若しくは出資⾦の額が1億円以下の法人

② 資本若しくは出資を有しない法⼈のうち、常時使⽤
する従業員数が1,000⼈以下の法人

③ 常時使⽤する従業員数が1,000⼈以下の個⼈

ロ） 発⾏済株式⼜は出資の総数⼜は総額の3分の2
以上を複数の大規模法⼈に所有されている法人

イ） 発⾏済株式⼜は出資（ ⾃⼰の株式⼜は出資を除
く。以下同じ） の総数⼜は総額の2分の1以上を
同一の大規模法⼈に所有されている法人

 賃上げ要件

 国内設備投資要件

税理士法人石井会計

最高裁・評基通6項の適用で初判断

不動産評価をめぐる事件で納税者の敗訴が確定

財産評価基本通達6項

適用事例
（1）概要
　① 被相続人が金融機関から借入を行い、甲および乙不動産を購入。直後に相続開始。
　② 購入金額13億8千万円に対し、相続人は財産評価基本通達の定めに従い不動産の評価額を合計3億
　　3千万円とし、 購入時の借入金を債務控除として申告、相続税額0円として申告を行う。
　③ 相続発生後1年以内に、乙不動産を購入金額とほぼ同額の5億1千万円で売却。
　④ 裁判により財産評価基本通達6項が適用、国税庁が示した不動産鑑定評価額が財産評価額となった。

（2）解説
被相続人の主張 裁判所の決定

　本判決では、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額の価格の大きなかい離だけをもって財産評価基本通
達6項を適用するような事情、つまり評価通達の定めによる画一的な評価を行うことが租税負担の公平に
反するというべき事情があるとはいえないとしました。もっとも、被相続人や上告人らの節税意図を持っ
てした本件各不動産の購入や銀行借入れといった行為を考慮した結果、同６項の適用に基づく鑑定評価額
の採用を認めています。
　本判決によれば、同６項の適用においては、通達評価額と鑑定評価額が大きくかい離しているだけでは
足りず、そこに介在する被相続人などの節税意図やその行為を必要としていることが注目すべき点です。

鑑定評価

甲

乙

相続税額

8億3,700万円

5億5,000万円

2億4万円

1億3,366万円

7億5,400万円

5億1,900万円

0円 2億8,600万円

購入 相続税評価

　相続税においては、被相続人が相続開始時に所有していた財産を財産評価基本通達に従って評価し、
続税額を計算します。財産評価基本通達では様々な財産の評価方法が定められていますが、令和4年4月
19日、最高裁判所は不動産の相続税評価をめぐり、財産評価基本通達6項に基づく鑑定評価額を採用する
か否か争われた事件について、国側の鑑定評価額を認め、納税者の上告を棄却しました。

　この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁⾧官の指示を
受けて評価する。


